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Abstract

 The National Banks, or the first modern banking system in Japan were modeled 
after the American national bank system. One hundred fifty-three of National 
Banks had been established all over Japan by 1879. Many of them were founded by 
merchants and former samurai and became the origins of today’s local banks and 
megabanks.
 This paper presents the case study of the Thirty-sixth National Bank, which was 
established by merchants in Hachioji town, Kanagawa prefecture, in 1878. The aim 
of this paper is to make clear how this bank was established and managed from 
1878 to 1897. This study analyzes the balance sheet and distribution of net profit of 
this bank and clarifies that it was funded mainly with equity capital and the national 
bank notes and had made a loan to the local industries throughout the entire 
period.
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はじめに

　本稿の課題は，神奈川県（1893年東京府移管）南多摩郡八王子に存在し
た第三十六国立銀行の設立から普通銀行転換に至るまでの20年間について
のケーススタディを行うことである。
　国立銀行は，明治初期～中期に存在した銀行業の業態である。明治初期の
政府による近代的な金融制度の構築の試行錯誤のなかでアメリカに倣って移
植されたものであり，1879年までに全国に153行が設立された。発券機能に
ついては後に日本銀行に集中され，追って設立された発券機能を持たない私
立銀行とともに普通銀行へと合流していった。言わば，今日のメガバンクや
地方銀行の源流にあたる1。
　近代日本の金融史において国立銀行が重要な意味を持つことは言うまでも
ないだろう。国立銀行については，これまでに多くの研究が積み上げられて
いる2。1970年代～80年代には，各地方銀行が100年史を編纂し，そのなかで
源流となる国立銀行時代について叙述した3。また，県史や市町村史などの自

1 国立銀行および普通銀行の概説に関しては，伊藤修・齊藤直編著『金融業』日本経営史
研究所，2019年を参照。
2 初期の代表的な研究成果としては，加藤俊彦・大内力編『国立銀行の研究』勁草書房，
1963年が挙げられる。なお1970年代までの研究成果については，加藤俊彦編『日本金融
論の史的研究』東京大学出版会，1983年を参照。
3 国立銀行時代について実際考課状など内部資料を駆使した銀行史としては，第四銀行編
『第四銀行百年史』1974年，北越銀行行史編纂室編『創業百年史』1980年などが挙げられ
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治体史においても地域の企業勃興や地域金融の観点から国立銀行について論
じられている4。
　このように研究や修史事業を通じて今日までに多くのファクト・ファイン
ディングがなされてきた。近年，国立銀行をはじめ明治初期の金融機関に関
する新たな問題提起を含む論考が相次いで出されている5。ここで全てについ
て言及する余裕はないが，本稿との直接の関わりで邉英治の研究を紹介した
い。邉は，国立銀行の資金源泉の再検討を行い，資本金・発券総額の総額規
制の存在を示し，それゆえ資金需要の増加にともない預金や内部留保（積立
金）へと資金源泉がシフトしていったこと，借入金に部分的に依存したこと
などを示した。巨大な第十五国立銀行の数値を除いた全国統計の分析と，名
古屋の第十一国立銀行の分析もあわせて行っており，国立銀行のケーススタ

る。なお1970年代までの地方銀行の行史に関しては，麻島昭一「地方銀行史の一考察」
『経営史学』第15巻第３号，1980年を参照。なお，全国地方銀行協会の後援する地方金融
史研究会の機関誌『地方金融史研究』には直近に刊行された地方銀行の行史の書評が掲
載されている（全国地方銀行協会HP 『地方金融史研究』目次：https://www.chiginkyo.
or.jp/local-finance-history-study-group/）。
4 一例を挙げれば，『福岡県史』通史編近代産業経済（一），2003年，『愛知県史』通史編
６近代1，2017年がある。
5 2015年以降の研究は管見の限り以下の通りである。
 小林延人『明治維新期の貨幣経済』東京大学出版会，2015年
 鹿野嘉昭 「為替会社の意義と機能をめぐって」同志社大学『経済学論叢』67 (4)，2016年
 鹿野嘉昭「為替会社の破綻処理をめぐって」同志社大学『経済学論叢』69 (1)，2017年
 鹿野嘉昭「再考：明治4年の銀行論争」『金融経済研究』42，2019年
 鹿野嘉昭 「なぜ国立銀行の創設は４行にとどまったのか」同志社大学『経済学論叢』

71 (4)，2020年
 鎮目雅人 「紙幣統合への道程：明治初年の「銀行論争」再考」WINPEC Working 

Paper Series No. J1903，2019年
 鎮目雅人 「日本における近代信用貨幣への移行：国立銀行を中心に」WINPEC 

Working Paper Series No. J1905，2019年
 靎見誠良 「戦前の銀行はオーバーローンだったか : 預金銀行・発券銀行・合本銀行」法

政大学『経済志林』85 (4)，2018年
 邉英治「国立銀行の再検討」『エコノミア』66 (2)，2015年
 邉英治「名古屋第十一国立銀行の経営展開─1877～97年─」『愛知県史研究』21，2017年
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ディを行ううえでの見取り図を示した6。国立銀行研究の進展には，各地の多
様な国立銀行に関するケーススタディをさらに積み上げる必要性が指摘され
ているが，史料的な制約は極めて大きい。基礎資料となる各国立銀行の貸借
対照表・損益計算書ですら十分に揃っていないのが現状である。
　以下では，筆者が執筆に関わった『新八王子市史』を活用し，第三十六国
立銀行の財務諸表を紹介するとともに，その経営について考察する7。ここで，
第三十六国立銀行について簡単に説明しておこう。同行は，1878年に神奈
川県南多摩郡八王子の生糸商人らにより設立され，その後，1897年に普通
銀行に転換して第三十六銀行となった。日露戦後の不況を経て，1917年に
は経営不振のため安田財閥の傘下に入り系列銀行となり，1942年に日本昼
夜銀行に合併され，最終的に1943年に安田銀行に合併された。第三十六国
立銀行に関しては，1967年に刊行された『八王子市史』で1880年代の４年
分の実際考課状を利用した分析がなされているのにとどまる8。以下では，創
業関係史料と貸借対照表・利益金処分・役員変遷（出所は別表１，データは
別表２～５を参照）をもとに創業から普通銀行転換までの約20年間の経営
について素描を試みることにしたい9。なお，『新八王子市史』および，本稿

6 前掲邉「国立銀行の再検討」。
7 八王子市市史編集委員会編『新八王子市史』通史編５近現代（上），2016年。自治体
史（通史編・資料編）やそれに付随した研究紀要などは，一般の学術書や学会誌とは流通
ルートが異なる。そのため，毎年の『史学雑誌』「回顧と展望」などで紹介される場合も
あるが，自治体史，特に市町村史の成果は，必ずしも十分に研究者にフィードバックされ
ていないと思われる。
8 「明治10年代後半における八王子第三十六国立銀行の性格」（『八王子市史』下巻，1967

年，1294-1325頁，青山秀彦執筆）。ここでは，下恩方村松井家文書の第8期（明治14年下
期）～第16期（明治18年下期）の実際考課状を用いて分析がなされている。
9 八王子市史編さん室で収集した文書群の中からは，『八王子市史』で使用したものを含
め，第三十六国立銀行の実際考課状は一点も確認できなかった。新たに，埼玉県文書館の
埼玉銀行関係史料のなかから第38期・第39期の２期分を発見した。本稿執筆にあたり撮
影ミス等により一部画像が判読できないことが判明した。新型コロナウイルスの感染拡大
のため文書館での再調査が不可能であった。本稿では，貸借対照表・損益計算書の分析に
とどめたい。
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においても実際考課状はほとんど利用できなかったため，預金や貸付金の内
訳や構成の変化などには立ち入ることはできていない。それゆえ，八王子の
商工業との関係については立ち入った分析ができないことをあらかじめ明記
しておきたい。

１　第三十六国立銀行の設立

　まず，第三十六国立銀行の設立過程についてみよう。国立銀行設立が加速
するのは，1876年の国立銀行条例改正以降である。政府は地租改正に伴う
貨幣需要の増加に対応するために兌換制度の確立を放棄して，国立銀行条例
の改正を行った。条例改正により国立銀行の設立は容易となり，各地で銀行
の設立の機運が高まっていった10。
　当時，八王子の所在する南多摩郡の属していた神奈川県での動向をみよ
う。開港場の横浜に開業した第二国立銀行に続いて1878年に八王子の第
三十六国立銀行が設立された。そして，横浜に第七十四国立銀行（横浜），
1879年に保土ヶ谷の第百三十二国立銀行（保土ヶ谷）が設立され，合計４

行となった11。
　創業関係史料によれば，八王子での国立銀行設立計画が始まったのは，開
業の一年前の1877年４月のことである。八王子は，「桑都」とも呼ばれ，古
くから養蚕や生糸・絹織物生産が盛んであった。幕末開港後は，関東各地
から横浜へ送り出す生糸の集散地として発展した12。国立銀行設立の中心と
なったのは谷合弥七，田野倉常蔵，畔見保太郎ら八王子の有力な生糸商達で
あった。
　1877年４月９日から13日に谷合，田野倉，畔見の三名は，横浜に出張し

10 前掲伊藤修・齊藤直編著『金融業』65‒68頁。
11 神奈川県県民部県史編集室編『神奈川県史』通史編６，1981年，525頁。
12 前掲『新八王子市史』第１章参照。
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た。詳細は不明であるが銀行設立の準備のため神奈川県庁に赴いたものと
思われる。設立に向けた動きが本格化するのは９月末で，10月前半には株
主募集を開始した。資本金は３万6000円集まったが，国立銀行条例の最低
資本金額の５万円には到達しなかった。10月９日に谷合，田野倉のほか戸
長川口寛一，柴田弥市，深野喜八の５名が報告のために県庁に出張した。神
奈川県からは士族との合同での国立銀行設立を提案されたが，谷合らは拒
否し，商人のみでの創立を主張した。その後，11月から12月にかけて発起
人の決定，役員の選出が行われ，頭取谷合弥七，副頭取兼検査役田野倉常
蔵，取締役兼出納方畔見保太郎，取締役兼計算方久保兵次郎，取締役兼支配
人岡本平兵衛という陣容となった。1878年に入って創立証書，定款を県庁，
大蔵省に提出し，２月16日に第三十六国立銀行として営業免許が下付され
た13。創業時の有力株主は，谷合，田野倉，畔見ら八王子の生糸商・織物商・

13 沼謙吉「第三拾六国立銀行の創立」，「第三拾六国立銀行の発足」『多摩のあゆみ』第2

号，第3号，1976年で一部翻刻されている。以下，設立・開業に関してはこの論考を参照
した。
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第１表　第三十六国立銀行創立株主・役員（1878年４月）
氏名 住所 創立時 職業

◎谷合弥七 八王子横山町 180 呉服商・織物仲買・質屋
◯田野倉常蔵 八王子大横町 100 生糸商
●岡本平兵衛 埼玉県比企郡下古寺村 100 
●畔見保太郎（弥十郎） 八王子大横町 100 生糸商
●久保兵次郎（兵蔵） 八王子八日町 40 生糸商
　嶋村孫一郎 八王子八日町 40 生糸商
　山口安兵衛 上椚田村 40 質屋
　柴田弥市 八王子横山町 30 質屋
　折田佐兵衛 八王子横山町 30 織元
　守谷富蔵 八王子横山町 30 
　吉田忠右衛門 八王子横山町 30 質屋

総 株 数 1,000 
総株主数 25 

出所：第三十六国立銀行「資本金増加証書綴」（神奈川県立公文書館所蔵）
注：◎頭取，◯副頭取，●取締役。
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質屋が中心であった（第１表）。例外は，取締役兼支配人で埼玉県比企郡下
古寺村在住の岡本平兵衛であった。岡本は，支配人を兼任していることから
金融実務に何らかの知識・経験があり，国立銀行設立に際して招かれたもの
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第２表　多摩の銀行設立
年 南多摩郡 北多摩郡 西多摩郡

1878（明治11）年 ２月　第三十六国立銀行
　　　（八王子町）

1881（明治14）年
５月　八王子銀行
　　　（八王子町）

８月　武蔵野銀行
　　　（中藤新田）

12月　旭銀行（八王子町）

1882（明治15）年
３月　東海貯蓄銀行
　　　（八王子町）

１月　青梅銀行
　　　（青梅町）

５月　武相銀行（相原村）
1883（明治16）年 ２月　日野銀行（日野宿）

1884（明治17）年 ２月　玉川銀行
　　　（小平村）

1885（明治18）年 ８月　鴻通銀行（八王子町）

1888（明治21）年 ８月　 八王子銀行、第七十
八国立銀行を買収

1889（明治22）年 ８月　株式質会社
　　　（青梅町）

1893（明治26）年
12月　 武蔵野銀行、武蔵

銀行に改組
　　　（八王子町）

1896（明治29）年 ８月　町田銀行（町田村） ６月　多摩農業銀行
　　　（大神村）

３月　五日市銀行
　　　（五日市町）

1897（明治30）年 ２月　 第三十六国立銀行、
第三十六銀行に改組

10月　多摩銀行
　　　（青梅町）

1898（明治31）年

３月　八王子貯蓄銀行
　　　（八王子町）

９月　氷川銀行
　　　（氷川村）

10月　 第七十八国立銀行、
八王子第七十八銀
行に改組

出所：早川大介「地域が生んだ多摩の銀行」『多摩のあゆみ』第167号，2017年
注：冒頭数値は月。カッコ内は本店所在地（設立時の所在地名）。



と思われる14。
　1878年４月23日，第三十六国立銀行は，全国で31番目の国立銀行として
八王子横山町に開業した（資本金５万円）。それまでも銀行類似会社は存在
していたが，第三十六国立銀行は，多摩で最初の銀行であり，国立銀行設立
が打ち切られると，八王子を中心に私立銀行の新設が相次いだ（第２表）15。
節を改めて，第三十六国立銀行の貸借対照表をもとに，同行がどのように資
金を調達し，運用したのかを概観することにしよう。

２　第三十六国立銀行の資金源泉・資金運用

（1）主要勘定の推移

　まず，第三十六国立銀行の主要勘定（資金源泉＝自己資本・発行紙幣・預
金・貸付金，資金運用＝貸付金・公債証書）から大まかに20年間の動きを
確認しよう（第１図）。資金源泉のうち銀行券・資本金は，冒頭でも指摘し
たように総額規制があったため国立銀行の都合で簡単に増やすことはできな
いので変動は小さく，預金・借入金の変動が大きい。資金運用の中心は，貸
付金と公債証書（有価証券）である。資金源泉・資金運用の動きから大まか
に時期区分をすれば，以下の通りである。
　①創業から1880年代半ば＝自己資本の充実も行い，預金も堅調に伸び，

貸付金も増加していく時期。
　②1880年代半ばから1890年代前半＝預金は停滞し，貸付金も伸び悩み，

公債証書が資金運用の中心となる時期。
　③1890年代前半以降＝預金も増加し，増資も行い，借入金にも恒常的に

依存しながら，旺盛な資金需要に応える時期。

14 前掲沼「第三拾六国立銀行の創立」においても岡本に関する説明はない。
15 明治期の多摩の銀行設立に関しては，早川大介「地域が生んだ多摩の銀行─明治期の銀
行設立─」『多摩のあゆみ』第167号，2017年を参照。

― 8 ― 8



八王子第三十六国立銀行の設立と展開（1878－1897年）

― 9 ―9

0

10
0,0
00

20
0,0
00

30
0,0
00

40
0,0
00

50
0,0
00

60
0,0
00

1878（明治11）年下

1879（明治12）年上

1879（明治12）年下

1880（明治13）年上

1880（明治13）年下

1881（明治14）年上

1881（明治14）年下

1882（明治15）年上

1882（明治15）年下

1883（明治16）年上

1883（明治16）年下

1884（明治17）年上

1884（明治17）年下

1885（明治18）年上

1885（明治18）年下

1886（明治19）年上

1886（明治19）年下

1887（明治20）年上

1887（明治20）年下

1888（明治21）年上

1888（明治21）年下

1889（明治22）年上

1889（明治22）年下

1890（明治23）年上

1890（明治23）年下

1891（明治24）年上

1891（明治24）年下

1892（明治25）年上

1892（明治25）年下

1893（明治26）年上

1893（明治26）年下

1894（明治27）年上

1894（明治27）年下

1895（明治28）年上

1895（明治28）年下

1896（明治29）年上

1896（明治29）年下

1897（明治30）年上

1897（明治30）年下

借
入
金

自
己
資
本

紙
幣
発
行

預
金

貸
付
金

公
債
証
書

貸
付
金

自
己
資
本

公
債
証
書

預
金

円

紙
幣
発
行

借
入
金

第
１
図
　
第
三
十
六
国
立
銀
行
主
要
勘
定

出
所
：
別
表
２
・
３
よ
り
作
成
。



　以下で（2）資金源泉，（3）資金運用についてそれぞれみることにしよう。

（2）資金源泉

　第三十六国立銀行はどのように資金を調達していたのだろうか。主要負
債・資本勘定から資金源泉の推移をみよう（別表２）。通常，銀行の主たる
資金源泉は，①資本金を中心とする自己資本，②預金である。そして，国立
銀行について言えばその最大の特徴である，③国立銀行券が加わる。
　第三十六国立銀行の資金源泉の特徴として以下の点が指摘できる。①開業
から４回の増資をしていること（開業時資本金５万円→1897年30万円），②
銀行券の償却はゆっくりとしたペースで進展していること（８万円→1897

年末５万円弱），③預金額は徐々に増加していくものの金額は安定せず，
1890年代半ばに10万円台に落ち着くこと，④1880年代後半以降，借入金へ
の依存が強まっていること，以上の４点である。以下では，費目ごとに内容
をみることにしよう。
　まず資本金についてみよう。1887年10月に５万円増資し10万円となり，
さらに1880年上期，1882年上期にそれぞれ５万円ずつの増資が行われ，
1882年上期末に20万円となった。そして国立銀行の最晩期の1896年上期に
10万円増資し30万円となっている。邉が指摘するように資本金の総額規制
の存在により国立銀行の増資は困難ではあったが，①規制が府県単位であっ
たこと，②国立銀行の廃業や買収・合併等による移転などもあったことか
ら，その合間を縫って増資したものと思われる。また，最後の10万円の増
資が可能だった背景には，三多摩の東京府移管により所在地変更により資本
金の割当額が増えたことも影響しているものと思われる16。また，利益金の

16 八王子を含む三多摩（南多摩郡・西多摩郡・北多摩郡）は1893年に東京府に移管され
た。前掲邉「国立銀行の再検討」表１によれば，資本金割当高は，神奈川県100万円に対
し，東京府500万円であった。なお，総量規制と各国立銀行の増資のタイミングは府県
別・個別行ごとに別途検討する必要があろう。
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八王子第三十六国立銀行の設立と展開（1878－1897年）

内部留保による積立金も積み上がっているが，詳細は不明であるが1893年
には一部取り崩しも行われている。
　続いて銀行券についてみよう。国立銀行券の交付額は資本金の８割なので
当初４万円，増資に伴い８万円の銀行券が交付されている。日本銀行の設
立と日銀への発券集中を行うために1883年に再び国立銀行条例が改正され，
国立銀行券は回収・償却が開始されることになった。償却資金の積立は進ん
でいることから，銀行券の償却は緩慢なペースで進展したといえる。また，
国立銀行券の発券メカニズムによらない「銀行券」として金額は少額ではあ
るが振出手形も出されている。振出手形は，個別銀行の私信用による銀行券
であり，補助的な資金源泉として機能した17。
　預金は，当初ごく少なく，少しずつ増加はみられるものの1890年代まで
は数万円程度を推移していた。預金の構成をみると定期預金・当座預金はわ
ずかであり，別段預金・その他の預金が大半を占めていた。別段預金は，詳
細は不明であるが有志が申しあわせて興業のために積み立てた預金である。
またその他の預金のうち，御用約定預金は，神奈川県庁から，約定預金は八
王子の生糸市座の非常予備金の積立であった18。そして1885年からは零細な
貯蓄預金の取り扱いを開始している19。1886年から1890年までは，詳細は不
明であるが約４万円の御用別段預金が計上されており預金の大半を占めてい
た。1891年からは御用預金の取り扱いがなくなり，預金は激減し，1890年
代半ばから当座預金・定期預金が増加し，預金額は10万円台を推移するよ
うになった。
　また，預金を補う資金源泉として機能したのが借入金である。借入金は
1880年代半ばまでもスポットでみられるが，1880年代後半からは恒常的に

17 前掲靎見「戦前の銀行はオーバーローンだったか」。
18 前掲『八王子市史』1300頁。
19 国立銀行の貯蓄預金業務については，進藤寛「国立銀行の貯蓄預金業務」『地方金融史
研究』第10号，1979年を参照。
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借入金が計上されており，６万円から８万円と経営規模からするとかなり巨
額の借り入れも行われている。
　このように第三十六国立銀行の主たる資金源泉は，自己資本と銀行券であ
り，御用預金や団体の積立金からなる預金は国立銀行の晩期まで資金源泉の
中心にはなり得ず，総額規制下で増資も行いながら，借入金にも依存してい
た。

（3）資金運用

　続いて貸借対照表の資産勘定から第三十六国立銀行の資金運用についてみ
よう（別表３）。国立銀行の資金運用は，①貸出金（貸付金・当座貸越・割
引手形等），②公債を中心とする有価証券，③他の銀行への預ケ金，④他店
貸（他行への支払い要求を第三十六国立銀行が立替払いする）である。
　貸出金は，1890年代半ばまで概ね自己資本の範囲内で行われており，そ
の後，預金の増加と借入金に依存しながら貸出を増加させている。『八王子
市史』で行われた1881年から85年の実際考課状の分析によれば，貸付と当
座貸越の特徴は以下の通りである。①貸付・貸越ともに商業者向けが残高の
70％を超えており，②抵当品は，貸付金が不動産（地所・建物），繭・生糸，
織物，当座貸越は不動産が中心であった。設立メンバーや株主の動向とあ
わせると八王子の生糸商や織物商への融資が中心であったと推測される20。
1896年末の貸付金に関してもほぼ同様の傾向が確認できる21。
　有価証券は，銀行券の抵当の役割を果たすので，運用資金に占める割合
は一貫して高かった。1881年下期の内訳は，秩禄公債・金禄公債（七分利・
六分利），起業公債であり，1885年上期から中山道鉄道公債が加わった22。
　付記しておきたいのは，他店貸についてである。負債勘定の他店借と比較

20 前掲『八王子市史』1305頁。
21 第三十六国立銀行『第38回半期実際考課状』。
22 『八王子市史』1306頁。
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八王子第三十六国立銀行の設立と展開（1878－1897年）

すると，第三十六国立銀行については概ね他店貸の金額の方が大きい。銀行
の重要な機能の一つに隔地間の送金・決済を行う為替業務がある。八王子の
生糸や織物関係の商工業者は，第三十六国立銀行を利用して送金為替や荷為
替を取り組んでいた。第三十六国立銀行では開業に先立って横浜・八王子間
の生糸取引の関係から横浜の第二国立銀行本店・東京支店との間でコルレス
契約を結んだ23。その後，コルレス網は順次拡張され，1880年代半ばのコル
レス取引先は８箇所（内訳は栃木１，群馬２，東京３，神奈川２）となっ
た24。そして，普通銀行転換の直前の1897年上期には33箇所となり，エリア

23 前掲沼「第三拾六国立銀行の創立」。
24 岡田和喜『地方銀行史論』日本経済評論社，2001年，16頁。
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第３表　第三十六国立銀行コルレス取引先（1896年末）
府県 銀行名 府県 銀行名

東京府 　第百国立銀行 群馬県 　第二銀行高崎支店
　安田銀行 　第二銀行前橋支店
　中井銀行 　第二銀行桐生支店
　明治商業銀行 ●茂木銀行高崎支店
　第三銀行 茨城県 　百四国立銀行
　五日市銀行 福島県 　安田銀行福島支店
　町田銀行 　安田銀行須賀川支店
●青梅銀行 静岡県 　南山銀行御殿場支店
　第二銀行東京支店 山梨県 　若尾銀行
　第百国立銀行旅籠町支店 秋田県 　安田銀行秋田支店

神奈川県 ●第七十四国立銀行 愛知県 ●愛知銀行
　第二銀行 大阪府 　第三銀行大阪支店
　藤沢銀行 京都府 ●平安銀行
　第三銀行横浜支店 　三井銀行京都支店
　第百国立銀行横浜支店 合計 33

埼玉県 ●第八十五国立銀行
　所沢銀行
　本庄商業銀行
　秩父銀行

出所：第三十六国立銀行『第38回半期実際考課状』
注：●は第三十六国立銀行本店と東京支店の取引先。



も埼玉・山梨・茨城に広がり，東北や名古屋・京都までコルレス網が拡大し
ている（第３表）25。また，取引先として安田銀行・第三銀行・明治商業銀行
といった安田系銀行の本支店が確認できる26。冒頭で指摘したように，第三
十六国立銀行は，普通銀行転換後，日露戦後不況による経営不振に陥り安田
の傘下に入る。国立銀行時代から安田系銀行とコルレス取引があり，その
後，資金融通→救済融資→系列化という経路を辿ったものと思われる27。以
上が，資金調達・資金運用の動向である。次節では，利益金の動向，株主・
役員の動向をみることにしよう。

３　第三十六国立銀行の利益金処分・株主・役員

（1）利益金処分

　第三十六国立銀行の利益金処分についてみよう（第２図・別表４）。当期
利益金は，開業後２年を経た1880年以降は，半期で１万5000円から２万円
程度を推移しており，松方デフレ期も一度も赤字決算となっていない。株式
配当は，数期不明な時期が存在するが，判明した限りでは一貫して行ってお
り，配当性向（＝割賦金（配当金）／当期利益金×100）は平均して70％と
高い水準で推移している。同時期の株式会社は，配当性向の高さが指摘され
るが，第三十六国立銀行も同様のことが指摘できる28。ROE（自己資本利益
率）（＝当期利益金／自己資本（資本金＋積立金）×100）は，1880年代前半
は８～10％と高い水準であったが，その後，低落傾向にあった。配当率も
ROEに連動して上下しているが，1892年上期は当期利益金を超える配当が

25 第三十六国立銀行『第38回半期実際考課状』。
26 安田の系列銀行については，由井常彦編『安田財閥』日本経済新聞社，1986年を参照。
27 銀行の系列化については，伊牟田敏充「日本金融構造の再編成と地方銀行」（朝倉孝吉
編『両大戦間における金融構造』御茶の水書房，1980年，後に伊牟田敏充『昭和金融恐
慌の構造』経済産業調査会，2002年に再録）を参照。
28 明治期の株式会社については，高村直助『会社の誕生』吉川弘文館，1996年を参照。
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行われた。積立金は初期から継続して行っていたが，1892年上期から３期，
1896年下期から２期はゼロであったが，その間も株主への配当は維持され
ており一貫して株主への配当が優先されたことがうかがえる。

（2）主要株主・役員

　続いて主要株主・役員の動きをみよう。創業時の主要株主・役員はすでに
述べた通りであるが（前掲第１表），増資の際の史料から数時点の主要株主
と役員の動きについて併せてみることにしたい（第４表・第５表・別表５）。
　第三十六国立銀行は，開業から1882年までに３度の増資を行ったが，そ
の間，主要株主の構成に大きな変化はなく，役員にも変化はない。1883年
末に取締役兼支配人の岡本が退任し，83年下期からは岡本の後任の支配人
となる赤林良折が副支配人として着任した。赤林は，岡本と同様に金融業務
に通じているために雇われたものと思われる。なお，岡本は株式の所有はそ
の後も継続し，経緯は不明であるが，1890年に一時的に取締役に復帰して
いる。
　初代頭取で筆頭株主であった谷合弥七は，1895年に弥二と改名し家督を
譲り，株式も一部譲渡し，田野倉常蔵が筆頭株主となった。この間，岡本の
取締役の後任となった吉田忠右衛門，守谷富蔵，西川治兵衛が持株数を増や
している。1887年10月には創業以来頭取をつとめた谷合が亡くなり，1888

年に副頭取の田野倉常蔵が頭取に，吉田忠右衛門が副頭取に就任した。その
後，経緯は不明であるが，常蔵に代わって父の田野倉淳蔵が頭取に就任し，
新たに柴田弥市，天野清助が取締役となった。なお，田野倉常蔵は，1896

年に天野清助が亡くなると取締役に復帰した。
　このように第三十六国立銀行の役員は，銀行の実務を担う支配人兼任取締
役を除き，開業から一貫して八王子の有力商人がつとめた。1896年上期に
10万円増資した際の株主構成をみると，最上位の田野倉，吉田の位置は変
わらないが，コルレス取引先でもあった横浜の茂木銀行の茂木保平，飯能の
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。



平沼伊兵衛，西多摩村の島田富十郎などが名を連ねており，八王子以外の株
主が目立っている。

おわりに

　以上，貸借対照表と利益金処分の動向から，第三十六国立銀行の20年間
の経営について概観した。本稿で確認したように，第三十六国立銀行は，設
立から普通銀行転換まで一貫して八王子の生糸商・織物商を中心に，株主
への配当を維持しながら経営がなされた。1890年代前半までは，総額規制
のなかで増資も複数回実施し，自己資本を充実させながら，概ねその範囲で
貸出を行い，晩期には預金や借入金によりながら資金需要に応えていった。
1897年２月，第三十六国立銀行は，営業満期国立銀行処分法により「第三
十六銀行」と改称し，普通銀行として再出発することとなった。その後，日
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第５表　第三十六国立銀行主要株主（1896年６月）

氏名 住所 持株数
田野倉淳蔵 八王子町 495 
吉田忠右衛門 八王子町 465 
茂木保平（茂木銀行） 横浜市 300 
久保兵次郎（兵蔵） 八王子町 278 
平沼寅吉（伊兵衛） 埼玉県飯能町 255 
西川治兵衛 八王子町 198 
島田富十郎 西多摩郡西多摩村 185 
柴田弥市 八王子町 183 
田野倉常蔵 八王子町 163 
山口安兵衛 上椚田村 150 
岡本平兵衛 埼玉県比企郡下古寺村 150 

総 株 数 6,000 
総株主数 99 

出所：第三十六国立銀行『資本金増加証書綴』（神奈川県立文書館）



八王子第三十六国立銀行の設立と展開（1878－1897年）

露戦後の不況を経て，経営不振により安田の傘下となるが，1942年まで八
王子に本拠を置く金融機関として活動する。
　なお，本稿では，競合関係にあったと思われる八王子銀行・第七十八国立
銀行（八王子銀行の関係者が大分の第七十八国立銀行を買収し八王子に移
転）については全く触れることができなかった。普通銀行転換後の第三十六
銀行の分析とあわせて別稿で論じたい。

【謝辞】

　本稿の基礎となった『新八王子市史』　通史編５ 近現代（上）の金融関係の
パートは，梅田定宏先生（多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校教諭），新井勝紘
先生（元専修大学文学部教授）に執筆の機会をいただきました。また，史料収
集に関しては，八王子市史編さん室のスタッフの皆さまにお世話になりまし
た。また国立銀行の分析手法などに関しては邉英治先生（横浜国立大学教授）
にご教示いただきました。末筆ながら感謝いたします。
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別表１　第三十六国立銀行貸借対照表・損益計算書　出典一覧

期 年 出所
２ 1878（明治11）年下 『東京日日新聞』明治12年２月17日（東京別刷）
３ 1879（明治12）年上 『東京日日新聞』明治12年８月11日（東京別刷）
４ 1879（明治12）年下 『東京日日新聞』明治13年３月３日
５ 1880（明治13）年上 『東京日日新聞』明治13年８月28日（東京別刷）
６ 1880（明治13）年下 『東京日日新聞』明治14年２月12日
７ 1881（明治14）年上 『東京日日新聞』明治14年８月22日
８ 1881（明治14）年下 『東京日日新聞』明治15年２月１日
９ 1882（明治15）年上 『東京横浜毎日新聞』明治15年７月27日
10 1882（明治15）年下 『東京横浜毎日新聞』明治16年２月９日
11 1883（明治16）年上 『東京横浜毎日新聞』明治16年８月２日
12 1883（明治16）年下 『東京横浜毎日新聞』明治17年２月13日
13 1884（明治17）年上 『東京横浜毎日新聞』明治17年８月５日
14 1884（明治17）年下 『東京横浜毎日新聞』明治18年２月３日
15 1885（明治18）年上 『東京横浜毎日新聞』明治18年８月８日
16 1885（明治18）年下 『東京横浜毎日新聞』明治19年２月10日
17 1886（明治19）年上 『東京日日新聞』明治19年８月17日
18 1886（明治19）年下 『東京日日新聞』明治20年１月29日
20 1887（明治20）年下 『東京日日新聞』明治21年２月４日
21 1888（明治21）年上 『東京日日新聞』明治21年８月４日
22 1888（明治21）年下 『東京日日新聞』明治22年２月７日
23 1889（明治22）年上 『東京日日新聞』明治22年８月６日
24 1889（明治22）年下 『東京日日新聞』明治23年２月７日
25 1890（明治23）年上 『東京日日新聞』明治23年７月31日
26 1890（明治23）年下 『毎日新聞』明治24年１月27日
27 1891（明治24）年上 『毎日新聞』明治24年７月28日
28 1891（明治24）年下 『毎日新聞』明治25年１月28日
29 1892（明治25）年上 『東京日日新聞』明治25年７月28日
30 1892（明治25）年下 『東京日日新聞』明治26年１月25日
31 1893（明治26）年上 『東京日日新聞』明治26年７月27日
32 1893（明治26）年下 『東京日日新聞』明治27年１月27日
34 1894（明治27）年下 『東京日日新聞』明治28年１月30日
35 1895（明治28）年上 『東京日日新聞』明治28年７月27日
37 1896（明治29）年上 『東京日日新聞』明治29年７月29日
38 1896（明治29）年下 『第38回半期実際考課状』（埼玉県立文書館）
39 1897（明治30）年上 『第39回半期実際考課状』（埼玉県立文書館）
40 1897（明治30）年下 東京興信所『銀行会社要録（第二版）』
注：１・19・33・36期は不明。
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42

6,
20

3 
29

18
92（
明
治

25
）年
上

20
0,
00

0 
33
,0
00
 

20
,0
48
 1

9,
73

2 
61
,4
61
 

38
,4
77
 

6,
51

0 
13
,8
14
 

5,
70

0 
12
,4
53
 

－
2,
30

0 
8,
00

0 
89

9 
2,
52

0 
9,
48

4 
39

7,
92

5 
30

18
92（
明
治

25
）年
下

20
0,
00

0 
33
,0
00
 

21
,0
64
 2

1,
04

1 
60
,2
68
 

44
,1
29
 

－
－

－
－

－
－

8,
00

0 
1,
54

6 
32

4
15
,9
06
 
40

7,
71

6 
31

18
93（
明
治

26
）年
上

20
0,
00

0 
33
,0
00
 

22
,8
38
 2

2,
55

1 
58
,9
59
 

61
,9
98
 

－
－

－
－

－
－

8,
00

0 
2,
03

5 
2,
60

1 
13
,2
74
 
42

7,
25

7 
32

18
93（
明
治

26
）年
下

20
0,
00

0 
20
,0
78
 

26
,6
01
 2

3,
72

7 
57
,4
49
 

55
,0
14
 

－
－

－
－

－
－

78
,0
00
 

2,
66

2 
1,
07

7 
13
,1
04
 
47

8,
43

3 
34

18
94（
明
治

27
）年
下

20
0,
00

0 
23
,1
00
 

28
,6
02
 2

6,
16

4 
55
,0
57
 1

08
,6
13
 

－
－

－
－

－
－

66
,0
00
 2

4,
37

3 
27

8 
16
,3
65
 
54

9,
42

9 
35

18
95（
明
治

28
）年
上

20
0,
00

0 
25
,1
00
 

29
,6
02
 2

7,
41

0 
53
,8
36
 1

24
,5
28
 

－
－

－
－

－
－

65
,0
00
 

1,
74

3 
1,
78

8 
12
,5
56
 
54

2,
56

5 
37

18
96（
明
治

29
）年
上

30
0,
00

0 
28
,1
00
 

31
,6
10
 2

9,
98

0 
51
,3
19
 1

18
,8
55
 

－
－

－
－

－
－

－
7,
78

1 
1,
62

2 
12
,8
80
 
58

2,
44

3 
38

18
96（
明
治

29
）年
下

30
0,
00

0 
29
,1
00
 

32
,6
10
 3

1,
30

0 
48
,7
00
 1

18
,1
46
 

66
,7
53
 

51
,3
93
 

－
－

－
2,
10

0 
75
,0
00
 1

3,
81

7 
43

9 
20
,8
25
 
67

3,
11

0 
39

18
97（
明
治

30
）年
上

30
0,
00

0 
29
,1
00
 

33
,6
10
 3

2,
64

6 
47
,3
53
 1

48
,5
79
 

10
0,
33

8 
35
,7
41
 

－
－

－
12
,5
00
 

67
,5
00
 1

6,
98

6 
2,
51

6 
15
,9
47
 
69

9,
30

4 
40

18
97（
明
治

30
）年
下

30
0,
00

0 
29
,1
00
 

…
…

…
14

7,
07

0 
90
,0
83
 

49
,6
25
 

－
－

7,
36

2 
…

15
4,
80

0 
…

…
…

…
出
所
：
別
表

１
よ
り
作
成
。

注
：
諸
積
立
金
に
は
別
段
積
立
金
を
含
む
。
そ
の
他
預
金
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
。

６
期
：
 約
定
預
金
，

７
期
：
御
用
約
定
預
金

76
00
円
・
約
定
預
金

70
0
円
，

８
期
：
御
用
約
定
預
金

74
00
円
・
約
定
預
金

10
50
円
，

９
‒ 1

1
期
：
御
用
約
定
預
金
，

13
期
：
御
用
約
定
預
金

58
00
円
・
約
定
預
金

22
00
円
，

14
‒ 1

6
期
：
御
用
約
定
預
金
，

17
‒ 2

6
期
：
御
用
別
段
預
金
，

40
期
：
公
金
預
金

単
位
：
円
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別
表
３
　
第
三
十
六
国
立
銀
行
主
要
資
産
勘
定

期
年

貸
出
小
計

公
債

証
書

他
店
貸
預
ケ
金
紙
幣
消
却
　

元
資
預
ケ
金
紙
幣
消
却

預
ケ
金
　

地
金
銀

金
銀
有
高

資
産
計

貸
付
金

当
座
貸
越

期
限
過

貸
付
金

割
引
手
形

荷
為
替

手
形
　

２
18

78（
明
治

11
）年
下

51
,7
20
 

27
,5
90
 

15
,2
00
 

－
8,
93

0 
－

74
,6
25
 

65
0 

－
－

－
10
 

19
,8
75
 

14
9,
37

2 
３

18
79（
明
治

12
）年
上

55
,3
78
 

27
,1
98
 

20
,4
60
 

－
7,
72

0 
－

11
3,
08

2 
6,
68

2 
－

－
－

56
2 

26
,2
28
 

21
1,
41

3 
４

18
79（
明
治

12
）年
下

96
,1
80
 

83
,2
60
 

－
12
,9
20
 

－
11

5,
18

6 
10

0 
－

－
－

70
9 

26
,9
29
 

24
1,
93

5 
５

18
80（
明
治

13
）年
上

70
,3
69
 

31
,8
69
 

29
,7
70
 

－
8,
73

0 
－

11
9,
07

9 
9,
03

1 
－

－
－

1,
81

2 
52
,4
18
 

26
7,
24

4 
６

18
80（
明
治

13
）年
下

13
3,
75

3 
73
,9
68
 

49
,6
80
 

1,
60

0 
10
,1
05
 

－
11

9,
07

9 
28

3 
－

－
－

10
1 

23
,5
63
 

29
0,
65

7 
７

18
81（
明
治

14
）年
上

14
8,
21

2 
94
,3
27
 

47
,3
00
 

2,
16

0 
4,
42

5 
－

11
8,
86

5 
4,
48

7 
－

－
－

65
0 

24
,6
96
 

30
1,
57

1 
８

18
81（
明
治

14
）年
下

16
6,
08

7 
93
,8
82
 

51
,9
20
 

4,
88

0 
15
,4
05
 

－
11

9,
06

5 
1 

－
－

－
84

9 
23
,7
66
 

31
4,
86

8 
９

18
82（
明
治

15
）年
上

17
1,
72

0 
10

6,
80

0 
55
,8
70
 

－
9,
05

0 
－

11
9,
50

4 
5,
57

5 
－

－
－

1,
31

8 
45
,4
03
 

34
6,
24

6 
10

18
82（
明
治

15
）年
下

21
6,
48

1 
12

0,
66

3 
73
,6
60
 

75
0 

21
,4
08
 

－
11

6,
50

3 
2,
73

5 
－

－
－

14
6 

24
,0
81
 

36
1,
29

9 
11

18
83（
明
治

16
）年
上

18
3,
10

7 
93
,6
48
 

76
,7
20
 

－
12
,7
39
 

－
11

4,
43

8 
5,
13

0 
20
,0
00
 

10
,0
00
 

－
63

0 
33
,6
69
 

36
7,
32

7 
12

18
83（
明
治

16
）年
下

21
5,
37

9 
12

5,
58

9 
64
,0
30
 

10
,6
00
 

15
,1
60
 

－
11

5,
51

3 
8,
56

7 
－

21
,0
00
 

－
73

1 
15
,1
24
 

37
7,
69

6 
13

18
84（
明
治

17
）年
上

19
2,
79

7 
11

6,
99

7 
62
,8
30
 

－
12
,9
70
 

－
98
,1
37
 

8,
51

4 
21
,0
00
 

22
,0
17
 

－
1,
05

8 
17
,0
50
 

37
8,
41

6 
14

18
84（
明
治

17
）年
下

23
7,
37

5 
14

8,
91

3 
70
,9
55
 

5,
25

6 
12
,2
51
 

－
12

6,
73

2 
14
,7
54
 

－
23
,0
36
 

92
5 

－
6,
00

4 
41

2,
56

3 
15

18
85（
明
治

18
）年
上

16
5,
11

9 
11

1,
24

0 
41
,7
99
 

3,
91

0 
8,
17

0 
－

12
9,
65

9 
20
,4
66
 

25
,0
00
 

24
,0
36
 

96
0 

21
2 

36
,3
20
 

40
3,
17

1 
16

18
85（
明
治

18
）年
下

20
2,
24

6 
14

0,
74

5 
49
,3
10
 

2,
59

8 
9,
59

3 
－

12
8,
88

7 
8,
46

3 
25
,0
00
 

25
,0
42
 

99
7 

52
4 

14
,4
04
 

40
6,
94

3 
17

18
86（
明
治

19
）年
上

10
1,
40

5 
61
,5
12
 

34
,7
85
 

－
5,
10

8 
－

14
4,
54

3 
14
,2
10
 

－
26
,0
42
 

0 
5 

77
,9
63
 

36
5,
22

3 
18

18
86（
明
治

19
）年
下

15
8,
99

9 
12

1,
94

3 
32
,3
10
 

－
4,
74

6 
－

15
2,
96

9 
37

4 
15
,0
00
 

27
,1
32
 

1,
08

7 
37

4 
30
,1
08
 

39
6,
38

6 
20

18
87（
明
治

20
）年
下

18
2,
79

3 
11

4,
37

4 
61
,6
45
 

－
6,
77

4 
－

19
3,
28

3 
18
,2
79
 

－
29
,4
59
 

1,
17

8 
－

15
,3
89
 

44
2,
91

9 
21

18
88（
明
治

21
）年
上

14
0,
44

4 
70
,3
97
 

60
,8
55
 

－
9,
19

2 
－

18
5,
20

1 
12
,0
35
 

－
30
,7
63
 

1,
14

4 
－

10
,2
17
 

38
2,
02

2 
22

18
88（
明
治

21
）年
下

18
8,
59

9 
99
,5
14
 

74
,7
30
 

－
14
,3
55
 

－
17

6,
49

2 
17
,7
90
 

－
31
,9
33
 

1,
17

2 
－

－
42

8,
30

4 
23

18
89（
明
治

22
）年
上

10
9,
01

7 
45
,0
31
 

50
,1
35
 

－
13
,8
51
 

－
17

6,
50

8 
57
,4
19
 

－
33
,1
55
 

1,
19

0 
－

20
,5
93
 

39
9,
73

5 
24

18
89（
明
治

22
）年
下

19
1,
23

1 
10

5,
45

5 
58
,9
40
 

－
26
,8
36
 

－
17

0,
50

6 
28
,1
50
 

－
34
,4
07
 

1,
17

0 
－

19
,4
71
 

44
6,
64

6 
25

18
90（
明
治

23
）年
上

19
3,
99

6 
11

0,
28

4 
62
,5
27
 

2,
36

5 
21
,1
85
 

－
17

3,
32

5 
8,
18

6 
－

35
,5
96
 

1,
16

6 
－

22
,2
04
 

43
8,
52

2 
26

18
90（
明
治

23
）年
下

19
5,
15

3 
10

9,
26

0 
72
,6
95
 

－
13
,1
98
 

－
17

1,
29

1 
9,
01

6 
－

36
,6
85
 

1,
17

3 
77

5 
22
,0
88
 

43
6,
78

4 
27

18
91（
明
治

24
）年
上

15
4,
06

6 
96
,1
70
 

44
,4
04
 

－
13
,4
92
 

－
17

6,
05

4 
10
,6
30
 

－
37
,7
57
 

1,
19

5 
10

1 
10
,8
90
 

39
1,
29

5 
28

18
91（
明
治

24
）年
下

18
8,
80

7 
13

8,
08

0 
37
,7
60
 

－
12
,9
67
 

－
16

3,
12

7 
14
,5
21
 

－
38
,8
44
 

1,
25

8 
17

3 
18
,8
71
 

42
6,
20

3 
29

18
92（
明
治

25
）年
上

13
8,
40

2 
93
,6
81
 

30
,9
82
 

－
13
,7
39
 

－
16

1,
78

9 
18
,8
08
 

4,
50

0 
40
,0
48
 

1,
19

3 
11

3 
32
,7
69
 

39
7,
92

5 
30

18
92（
明
治

25
）年
下

17
2,
52

6 
14

0,
42

6 
－

32
,0
65
 

35
 

15
4,
59

5 
22
,0
23
 

－
42
,3
74
 

－
－

15
,5
00
 

40
7,
71

6 
31

18
93（
明
治

26
）年
上

14
6,
21

4 
11

5,
33

1 
－

27
,5
93
 

3,
29

0 
14

4,
48

2 
7,
69

1 
40
,0
00
 

42
,8
38
 

1,
51

0 
13
 

43
,8
11
 

42
7,
25

7 
32

18
93（
明
治

26
）年
下

26
3,
35

0 
20

4,
34

8 
－

58
,4
42
 

56
0 

13
8,
63

5 
2,
34

4 
－

46
,6
01
 

1,
17

6 
－

24
,4
81
 

47
8,
43

3 
34

18
94（
明
治

27
）年
下

27
9,
78

6 
21

1,
99

4 
－

62
,3
45
 

5,
44

7 
16

2,
49

0 
13
,1
93
 

－
48
,6
02
 

1,
22

1 
－

39
,3
55
 

54
9,
42

9 
35

18
95（
明
治

28
）年
上

22
7,
61

4 
19

0,
16

3 
－

37
,3
91
 

60
 

19
5,
65

5 
15
,5
07
 

－
49
,6
02
 

1,
24

6 
－

41
,1
61
 

54
2,
56

5 
37

18
96（
明
治

29
）年
上

26
8,
48

7 
20

5,
40

6 
－

62
,8
31
 

25
0 

14
7,
14

8 
56
,8
18
 

－
51
,6
10
 

1,
29

9 
－

49
,2
86
 

58
2,
44

3 
38

18
96（
明
治

29
）年
下

42
2,
02

0 
19

8,
08

2 
93
,8
82
 

－
12

9,
97

6 
80
 

11
9,
96

0 
15
,9
35
 

－
52
,6
10
 

－
－

52
,2
05
 

67
3,
11

0 
39

18
97（
明
治

30
）年
上

45
0,
76

6 
19

2,
17

5 
83
,8
08
 

－
17

3,
79

3 
99

0 
11

9,
10

8 
13
,6
10
 

－
53
,6
10
 

－
－

52
,0
06
 

69
9,
30

4 
40

18
97（
明
治

30
）年
下

54
4,
59

3 
34

3,
06

7 
－

19
7,
82

0 
3,
70

6 
11

7,
06

7 
…

…
…

…
…

61
,8
14
 

…
出
所
：
別
表

１
よ
り
作
成
。

単
位
：
円
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別
表
４
　
第
三
十
六
国
立
銀
行
　
利
益
金
処
分

期
年

利
益
金

（
a)

諸
費
用

（
b）

純
益
金

（
a－
b）

RO
E

配
当

性
向

配
当
率

当
期
　

利
益
金
前
期
　

繰
越
金
繰
越
滞

貸
準
備

銀
行
税
役
員
賞
与

滞
貨

準
備

所
有
物

償
却
　
そ
の
他

償
却
　
 
紙
幣
消

却
元
資

積
立
金

割
賦
金
積
立
金
別
段
　

積
立
金
後
半
期

繰
込
高

２
18

78（
明
治

11
）年
下

4,
69

3 
4,
69

3 
－

－
69

0 
－

46
0 

－
－

23
0 

－
4,
00

3 
3,
57

5 
40

0 
－

28
 

4.
7%

76
.2
%

3.
6%

３
18

79（
明
治

12
）年
上

6,
24

9 
6,
22

1 
28
 

－
66

0 
－

40
0 

－
60
 

20
0 

－
5,
58

9 
5,
00

0 
56

0 
－

29
 

6.
2%

80
.4
%

5.
0%

４
18

79（
明
治

12
）年
下

9,
48

3 
9,
45

4 
29
 

－
1,
55

0 
－

95
0 

－
20

0 
40

0 
－

7,
93

3 
7,
00

0 
80

0 
－

13
3 

9.
4%

74
.0
%

7.
0%

５
18

80（
明
治

13
）年
上

8,
90

3 
8,
76

9 
13

3 
－

1,
63

0 
28

0 
85

0 
－

－
－

－
7,
27

3 
6,
50

0 
73

0 
－

43
 

5.
8%

74
.1
%

4.
3%

６
18

80（
明
治

13
）年
下

14
,7
66

 
14
,7
23
 

43
 

－
2,
08

0 
28

0 
1,
30

0 
－

20
0 

30
0 

－
12

,6
86

 
11
,2
50
 

1,
30

0 
－

13
6 

9.
7%

76
.4
%

7.
5%

７
18

81（
明
治

14
）年
上

13
,6
60

 
13
,5
23
 

13
6 

－
2,
18

0 
28

0 
1,
30

0 
－

30
0 

30
0 

－
11

,4
80

 
9,
75

0 
1,
21

0 
－

52
0 

8.
8%

72
.1
%

6.
5%

８
18

81（
明
治

14
）年
下

17
,9
69

 
17
,4
48
 

52
0 

－
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別
表
５
　
第
三
十
六
国
立
銀
行
役
員
変
遷

期
年

谷
合
弥
七

（
弥
二
）

谷
合
弥
七

田
野
倉
常
蔵

田
野
蔵
淳
蔵

吉
田
忠
右
衛
門

畔
見
保
太
郎

（
弥
十
郎
）
久
保
兵
次
郎

( 兵
蔵
）

岡
本
平
兵
衛

赤
林
良
折

天
野
清
助

柴
田
弥
市

２
18

78（
明
治

11
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

３
18

79（
明
治

12
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

４
18

79（
明
治

12
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

５
18

80（
明
治

13
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

６
18

80（
明
治

13
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

７
18

81（
明
治

14
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

８
18

81（
明
治

14
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

９
18

82（
明
治

15
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

10
18

82（
明
治

15
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

11
18

83（
明
治

16
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

12
18

83（
明
治

16
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

副
支
配
人

13
18

84（
明
治

17
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

副
支
配
人

14
18

84（
明
治

17
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

15
18

85（
明
治

18
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

16
18

85（
明
治

18
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

17
18

86（
明
治

19
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

18
18

86（
明
治

19
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

20
18

87（
明
治

20
）年
下

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役

支
配
人

21
18

88（
明
治

21
）年
上

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

支
配
人

22
18

88（
明
治

21
）年
下

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

支
配
人

23
18

89（
明
治

22
）年
上

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

支
配
人

24
18

89（
明
治

22
）年
下

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

支
配
人

25
18

90（
明
治

23
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

26
18

90（
明
治

23
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役
　

取
締
役

支
配
人
　

27
18

91（
明
治

24
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

28
18

91（
明
治

24
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

29
18

92（
明
治

25
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

30
18

92（
明
治

25
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

31
18

93（
明
治

26
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

32
18

93（
明
治

26
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

34
18

94（
明
治

27
）年
下

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

35
18

95（
明
治

28
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

37
18

96（
明
治

29
）年
上

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役

取
締
役
※

38
18

96（
明
治

29
）年
下

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役
※

39
18

97（
明
治

30
）年
上

取
締
役

頭
取

副
頭
取

取
締
役

取
締
役
※

出
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：
別
表

１
よ
り
作
成
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注
：
※
は
支
配
人
兼
任
。
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